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Soparja Sprl（オキシレングループ）との業務・資本提携及び第三者割当による新株発行並びに

主要株主である筆頭株主の異動及び「その他の関係会社」の異動に関するお知らせ 

 

当社は、平成 23 年６月 14日開催の取締役会において、世界 17 カ国で約 700 店舗のスポーツショッ

プを展開し、18 の自社スポーツブランドを持つ、欧州を代表するアウトドアスポーツの小売及び製造

を行うオキシレングループとの業務提携、並びにオキシレングループの投資窓口会社である Soparja 

Sprl(以下「ソパージャ」といいます)を引受先とした第三者割当増資による新株式の発行(以下総称し

て「本第三者割当増資」といいます)を行う旨の決議をいたしましたので、下記のとおりお知らせいた

します。なお、業務提携に関して、当社とソパージャは、本日付で代理店契約に関する基本合意書を

締結いたしましたが（その概要についてはⅠ.２.ｂ記載のとおりです）、ソパージャの属するオキシレ

ングループの中核会社である Decathlon S.A(以下「デカトロン エス エー」といいます)も同基本合

意書の内容を了承し、同基本合意書に署名しております。 

又、本第三者割当増資により、当社の主要株主である筆頭株主の異動及び「その他の関係会社」の

異動が生じる見込みとなりましたので、併せてお知らせいたします。 

 

Ⅰ．業務・資本提携 

 １.業務・資本提携の目的及び理由 

 （１）当社の状況 

当社は、ショップサイト「アウトドア＆スポーツ ナチュラム」（平成 23年３月１日以前は、「ア

ウトドア＆フィッシング ナチュラム」）を中心としたＥコマース事業を主たる事業としており、イ

ンターネット上のショップサイト等を通じて、キャンプ用品を中心としたアウトドア関連商品、釣

竿、ルアー・フライ等を中心とした釣具、スポーツ＆フィットネス関連商品等の一般消費者向け販

売を行っております。当社はＥコマース事業特有の商品力の強化を図るべく、「ショートヘッド」、「ミ

ドルボディ」、「ロングテール」の３つの営業戦略を採用し、販売ジャンルの絞り込みを行いながら、

ＩＭＡＳ（マーチャンダイジング統合型売上進捗管理システム）とＡＰＳＭ（自動適正在庫管理シ

ステム）を利用して販売及び在庫効率の改善を追求し続け、売上げ拡大を実現してまいりました。

その結果として、平成 19年には、株式会社大阪証券取引所ニッポン・ニュー・マーケット―「ヘラ

クレス」（現大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ）に上場し、上場後も迅速な意思決定と「選択と集中」を

実現するために、会社分割による分社化を図った上、持株会社体制をとり、売上及びシェアの拡大

を実現してまいりました。 

しかしながら、平成 21年１月期第９期以降、我が国経済は、サブプライムローン問題や米国証券

会社の経営破綻等が要因とされる世界的金融危機の影響から、直接、間接を問わず企業の資金調達

が厳しくなり、小売業界におけるＥコマース市場においても生活防衛意識の高まりによりデフレス

パイラルを招いたことから、当社においても高額商品購入を敬遠され、客単価の低下を招き、又通
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信販売特有のお客様から頂く送料についても無料化への競争が激化し、非常に厳しい経営環境下に

おかれております。 

当社は、そのような非常に厳しい経営環境下においても、積極的なポイント施策や送料無料キャ

ンペーン等の施策を打ち出し、売上高の伸張及びシェアの拡大に努め、一定の実績を積み重ねてま

いりましたが、その反面、意欲的な販売促進策がかえって企業収益を圧迫する等の悪循環を招いて

まいりました。平成 21 年１月期における営業キャッシュ・フローは 45,087 千円のマイナス、平成

22 年１月期においては 65,983 千円のマイナス、そして平成 23 年１月期においては 153,087 千円の

マイナスと３期連続で営業キャッシュ・フローはマイナスという結果となり、それに伴い、継続企

業の前提に重要な疑義を生じさせる事象又は状況が生じており、それを回避するべく、金融機関か

らの借り入れやコミットメントライン契約を締結する等を行っております。その借入額の総額は、

平成 23 年１月期において約 450,000 千円となり、平成 22 年１月期において自己資本比率が 58.1％

であったのが、平成 23年１月期においては、40.7％と大幅に縮小した経営状況となっております。 

当社は、このような厳しい経営環境、経営成績を踏まえ、売上高の伸張よりも営業利益の改善こ

そが最重要且つ喫緊の課題と考え、「事業・収益構造の転換」に取り組み始め、聖域なき経費節減も

重要なことながら、それよりも、先ずは薄利の傾向にある利益率の低下に歯止めをかけ、経費を充

分に賄えるだけの一定の利益率の向上・改善することが先決であると認識するに至りました。又、

それは一過性の利益率向上ではなく、恒常的利益率が確保できる体質的改善が必要であり、正にそ

れが財務体質の強化につながるものと考えております。 

その認識の下で、具体的施策として、比較的売上総利益率の高い当社オリジナルのＰＢ商品の企

画販売やインポートによる海外有名アウトドアブランドの導入に多くの経営資源を注力し、今日ま

で当社が培ってきたインターネット販売におけるノウハウを活かして販売することで全体的な利益

率の向上を図ることといたしました。 

ＰＢ商品の企画・開発・販売やインポート事業は、片手間でできる事ではなく、これらの事業を

専門とする組織の確立が必要なことから、平成 21年２月より、当社連結子会社であるナチュラム・

イーコマース株式会社に、第４事業部としてＰＢ商品の企画・開発・販売及びインポート事業の専

門部署を立ち上げ、又、平成 22 年２月には、同専門部署を会社分割によりプリミティ・インターナ

ショナル株式会社として設立し、本事業の発展に努めております。 

しかしながら、ＰＢ商品や海外有名インポート商品に高い売上総利益が期待できるものであった

としても、一定のボリュームが伴わなければ全体的な利益率向上に結び付かないことから、相当の

ボリュームが必要であると認識するに至りました。 

又、当社のＰＢ商品は大量生産型ではなく多品種少量型できめ細かく積上げて行く戦略をとるこ

とから、企画からエンドユーザーへの販売までには相当の期間とマンパワーが必要となります。 

一方、このようなＰＢ商品と比較して海外有名インポート商品の導入は、海外メーカー及び商社

との商談で一定の交渉期間が必要となりますが、契約締結後は、発注、仕入、販売の定型業務とな

り、ＰＢ商品と比較すると、より時間的にも量的にも効率的であり、有効的なインポートの取扱い

に関する契約を締結する機会があれば、それを優先的に進めていくべきだとの認識に至りました。 

（２）業務・資本提携に至る経緯及び目的 

オキシレングループは、フランス最大の店舗数を誇るスポーツショップ「Decathlon(デカトロン)」

を中核として、「Quecha（ケシュア）」・「Wedze（ウェッゼ）」・「Simond（シモンド）」・「Domyos(ドミ

オス）」などのパッションブランド（オキシレングループのプライベートブランド）製品を多数持ち、

欧州を中心に世界17ヵ国に約700店舗のスポーツショップを展開する年商約700,000,000千円の売上

を誇る大会社です。 

オキシレングループは、従来より、日本市場に強い興味を持ち、日本での自社ブランド品の販売

を強く希望しておりました。オキシレングループの日本市場参入のスタンスは、信頼のおける日本

の強い小売企業とパートナーシップを結び、パートナー企業を通じた自社ブランド品の展開を行な

うということから、長期的パートナー企業を前提として、約 1 年余りの期間を通じて、当社とオキ

シレングループとの業務提携の可能性を協議してまいりました。 

上記の経緯から、まず、一時的にではありますが、当社グループは、2009 年６月に、当社の連結

子会社であるナチュラム・イーコマース株式会社とオキシレングループの販売会社である、「CAPRO  

SAS（キャプロサス）」と販売代理契約を締結し、同社が持つアウトドアブランド「Quechua」の販売

を行いました。 

オキシレングループとしては、この時が日本初進出であり、「２秒で開くポップアップテント」を

キャッチコピーに、設営と撤収の手軽さにポイントをおいた販売が行われました。 
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オキシレングループは、①当社が古くから小売事業を行い、小売事業のノウハウ及び日本人の感

性や志向などの顧客ニーズを充分に捉えていること、②販売ツールがインターネットであることか

ら、北海道から沖縄まで離島を含めた日本全土が販売エリアとなり、パッションブランドの急速的

な認知度向上とシェアの確保が期待できること、③インターネット販売で運営するフロント及びバ

ックヤードの基幹システムが全て自社開発であり、必要に応じた迅速な対応が可能なシステムであ

ること、④インターネット販売に直結した物流システムと物流インフラが既に整っていること、⑤

上海拿趣然商貿有限公司(以下「上海ナチュラム」といいます)を通じたパッションブランドの中国

での展開が期待できることなどを評価し、当社との提携を希望しております。 

一方、当社グループは、オキシレングループとの提携により、①オキシレングループが持つ全パ

ッションブランド製品の販売を当社が優先的に引き受け、販売できること、②パッションブランド

製品は比較的高い売上総利益率が望め、ボリュームを高めることで全体的な利益率向上が期待でき

ること、③オキシレングループと、日本におけるパッションブランド製品の認知度向上と販売拡大

のために、優先的な商品供給と日本にあった商品の開発を積極的に行うこと等により、当社の企業

体質を改善し、利益向上のための具体的施策を打つことが可能となることが見込まれ、オキシレン

グループとの提携は、キャッシュ・フローの悪循環を生み出しかねない有利子負債の更なる積み上

げを行うことよりも、経営戦略上の売上総利益の確保に繋がる具体的な施策と考えております。 

又、当社グループは、取扱商品の性質上、夏場は年間において売上げを伸ばす時期の一つである

ことから、季節的な要素を十分に加味した形での業務提携案を考える必要性があり、時間的又将来

的にもオキシレングループの希望している内容に理解を示した上で、速やかに業務提携を行ってい

くことが必要と考え、この度、オキシレングループとの業務提携を行なうことといたしました。 

又、この度の業務提携における提携先であるオキシレングループは外国企業であり、日本と違い、

文化、歴史並びに商習慣も異なり、事業パートナーとの長期的且つ強固な信頼関係が必須と両社共

に認識し、又、今後の両社の関係と事業展開をより円滑に進めるためには、業務面のみならず資金

面においても支援を行い、更にパートナー企業の株主であることが最良の方法というのがオキシレ

ングループの提携ポリシーであることから、資本提携も併せて行うことといたしました。 

そこで、オキシレングループにおける投資窓口会社であるソパージャと、業務・資本提携に関す

る出資契約を締結するとともに、同社に対する第三者割当による新株発行を行うことといたしまし

た。 

そして、資金需要、当社の株価、及び経営の独自性を保持する上で議決権保有割合 30％を超える

べきではないという考慮を総合的に勘案した結果、１株あたり 72,761円という当社の取引市場にお

ける平均株価を大きく上回る発行価額とするとともに、発行数を 4,260株といたしました。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
オキシレングループの概要及び各パッションブランドの詳細につきましては、下記をご参照ください。 
 
≪参考≫ 『オキシレングループの概要及び各パッションブランドについて』 

http://minerva-hd.com/newsrelease/2011/06/14202943.html 
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２. 本件業務・資本提携の内容 

 

a. 出資契約 

 

当社は、平成 23 年６月 14 日付けで、ソパージャとの間で、今回の業務・資本提携に関する基本

条件を規定した出資契約を締結しております。その概要は以下の通りです。 

 

１. 第三者割当増資による新株式の発行と引き受け 

  ソパージャは、払込期日（平成 23 年７月６日を予定しており、以下「払込期日」という）に、

当社の普通株式 4,260 株の引受け及び払込みを行う。当該株式の発行価額の総額は 309,961,860

円であり、引受け・払込み実行後のソパージャの保有株式数は、当社の発行済普通株式の 27.41％

（議決権の保有割合は 29.99％）となる。 

 

２. 業務提携 

  当社及びオキシレングループは、当社グループの事業に関して、以下の事項を骨子とする業務

提携を推進する。 

(１) 当社の子会社であるナチュラムが実施するＥコマース事業（以下「ナチュラム事業」という。）

をプラットフォームとして、ソパージャが属するオキシレングループの Queschua、 Wedze、Simond、

Caperlan（キャペラン）及び Domyos その他のパッションブランドの製品の販売を展開していく

こと。 

(２) 新たな販売サイトやオンラインショップの立ち上げ、及び、関連するパッションブランド製品

の販売を通じ、ナチュラム事業において新たなスポーツ分野に進出すること。 

(３) 当社グループのおもちゃ事業からの速やかな撤退について検討すること。 

(４) 中国におけるナチュラム事業の積極的な展開。 

(５)当社の営業利益を黒字に戻すこと。 

(６)本第三者割当により調達する資金は、業務・資本提携に基づくオキシレンブランドの取扱商品

の仕入資金の確保、上海ナチュラムへの追加出資、サーバー増設及びセキュリティの強化、実店

舗出店費用、当社の有利子負債圧縮に充当すること。 

又、上記の業務提携を推進するため、今後速やかに当社とオキシレングループとの間で、パッシ

ョンブランド製品に関する当社の日本国内での優先的な販売権の付与、その他の業務提携の詳細条

件を定めた代理店契約を締結するよう最善の努力を尽くすこととする。 

 

３. 希釈化防止のためのソパージャの株式引受権 

当社が払込期日後に株式、新株予約権、新株予約権付社債その他株式に転換可能な一切の権利

（以下｢新株式等｣という）を発行する場合（自己株式の処分や払込期日時点で発行済みの新株予

約権の行使による場合を含む）、ソパージャは、これにより発行される新株式等の総数に、当該発

行直前におけるソパージャが保有する株式等の保有割合を乗じて得られる数の新株式等を引き受

ける権利を付与される。 

 

４. ソパージャが指名する取締役の選任 

(１) 当社は、払込期日後に開催される最初の定時株主総会において、ソパージャが指名した者１名

を取締役として選任する議案を提出し、同議案が承認されるように最善の努力を尽くすものとす

る。なお、払込期日後、上記ソパージャ指名取締役が選任されるまでの間、当社は、ソパージャ

が指名した者１名を、当社の取締役会その他の重要な会議にオブザーバーとして参加することを

認める。 

(２) 当社は、その後の株主総会においてもソパージャが指名する取締役候補 1名の選任にかかる議

案を提案し、その承認に向けて最善の努力を尽くすものとする。又、当社は、ソパージャが要請

する限り、中島成浩氏が当社の代表取締役 CEOの地位に留まることができるように最大限努力す

るものとする。 
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５. 経営諮問委員会に関する事項 

(１) 当社は、会社の株主資本の運用、会社の存続・資産の保護に関する事項及び会社による多額の

借入等の当社の重要行為（以下「重要行為」という）につき、当社の主要株主（中島成浩氏及び

ソパージャをいう。）と協議しその助言と提案を受けるための経営諮問委員会を設置することを、

払込期日後２週間以内に、取締役会において決議する。当社は経営諮問委員会の助言と提案を尊

重するよう最善の合理的な努力を尽すものとする。但し、経営諮問委員会及びこれを構成する各

委員は、当社の経営に関して何らの権限も有しないものとし、経営諮問委員会又はそのメンバー

である主要株主の助言又は提案は、当社に対して拘束力を有しないものとする。 

(２) 経営諮問委員会は必要があれば何時でも開催され少なくとも 1年に４回開催されるものとする。

又、当社が、重要行為を行おうとする場合には、原則として、当該重要行為の決議日又は実行日

の７日前までに、経営諮問委員会との間で誠実に事前協議を行うものとする。 

 

６. 経営情報の提供 

  当社は、ソパージャに対して、各事業年度、各四半期について作成された財務情報及び月次ベ

ースで作成された財務情報その他ソパージャが要求する当社グループに関する情報を提供する。 

 

７．自己株式の消却 

  当社は、払込期日後、30 日以内にその保有する全ての自己株式を消却する。上記にかかわらず、

かかる消却が日本法又は日本において一般に受け入れられている会計基準上許容されない場合に

は、当社は払込期日後１年以内に、当社株主総会決議が得られることを条件に、消却を行う。 

 

８．表明保証事項 

  当社は、当社の状況に関する一般的な事項について表明保証をし、これに違反があった場合、

ソパージャに発生した損害について補償を行う。 

 

９．契約の終了事由 

 本出資契約は、ソパージャ及びその関連会社の当社議決権保有割合が、25.88％を下回った日、

又は代理店契約が締結された後にこれが終了した日のいずれか早い日に終了する。 

 

b.代理店契約に関する基本合意書 

 

当社は、平成 23 年６月 14 日、ソパージャとの間で、業務提携の一環として締結予定の、パッ

ションブランドについての代理店契約に関する基本合意書を締結いたしました。なお、ソパージ

ャの属するオキシレングループの中核会社であるデカトロン エス エーも、この基本合意書に

おけるソパージャの義務を保証する旨を確認し、署名しております。その概要は以下のとおりで

す。 

 

１ 主な条件 

（１）当社グループ会社は、アジアの倉庫にある最新イノベーション商品はもちろん、パッションブ

ランド商品が日本の法律・規制に準拠次第、その全てを取り扱う権利がある。 

（２）当社グループ会社は、特別な費用の発生は別として、オキシレングループの他リテールと同様

の条件でパッションブランド商品を取り扱うことができる。 

（３）釣り、ハイキング、キャンピング商品について、当社グループ会社は日本市場においてパッシ

ョンブランド商品の独占販売権を有する。同様に、当社グループ会社は、健康計画、ナチュラム

スポーツがソパージャの合理的に満足するように発展した場合には、フィットネス商品について

も独占販売権を得る。 

（４）この独占販売権は、当社グループ会社により他のスポーツにおけるＥコマース事業が開始され

た場合には、そのカテゴリーに属する商品にも及ぶ。但し、かかる独占販売権の拡張は当社グル

ープ会社各社の野心的な事業発展計画とその実現性について、ソパージャが合理的に満足するこ

とを条件とする。 
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（５）上記の規定にもかかわらず、オキシレングループは、日本において自らパッションブランド商

品をウェブサイトで販売する権利を保持し、当社グループ会社が独占的に取り扱っていないスポ

ーツ領域に限り、他のＥコマースを自らで立ち上げ、又はこのようなEコマース企業に投資する権

利を保持する。この場合、当社グループ会社が取り扱っている製品が、当社グループ会社が取り

扱っていないスポーツ領域にも該当する場合には、オキシレングループは、自ら立ち上げ又は投

資する他のＥコマースを通じて、かかる製品を販売する権利を保持する。 

（６）代理店契約に基づき付与される、パッションブランドに関する当社グループ会社の独占販売権

は、発行当社とソパージャとの間で別段の合意がない限り、本第三者割当増資払込完了から３年

の期間が満了した時点で終了する。 

 

２ 有効期間  

本基本合意書の有効期間は、代理店契約の締結日又は本第三者割当増資の払い込み完了から３年

後の日のいずれか早い日までとする。 

 

ｃ. 株主間契約 

 

今回の業務・資本提携に関連し、平成 23年６月 14日現在、当社の発行済株式総数の 14.79％（議

決権保有割合 16.77％）を保有する大株主兼代表取締役 CEOである中島成浩氏、同じく 14.17％（議

決権保有割合 16.07％）を保有する中島成浩氏の父親である中島一成氏（中島成浩氏と中島一成氏

を総称して「中島氏ら」という）（なお、本第三者割当増資完了後における中島氏らの持株比率は、

中島成浩氏については 10.73％（議決権保有割合 11.74％）、中島一成氏については 10.28％（議決

権保有割合 11.25％）となります）とソパージャとの間で、本出資契約の締結と同時に株主間契約

が締結されております。その概要は以下の通りです。 

 

１. 株式の追加取得等の制限 

(１) 出資契約の払込期日から３年間（以下「現状維持期間」という）、ソパージャは、中島氏らのい

ずれかの書面による同意を得た場合を除き、当社の総議決権の数に対するソパージャの保有する議

決権の数の割合（以下「議決権保有割合」という）が 29.99％を上回る結果となるような当社株式

の追加取得を行ってはならない。 

(２) 上記（１）にかかわらず、中島氏らのいずれか又はその親族（２親等以内の血族及び２親等以内

の姻族をいう）が当社株式を取得した場合（役員持株会を通じた潜在的取得は除く）は、ソパージ

ャは、中島氏らの同意を得ることなく、中島氏らのいずれか又はその親族が増加させた議決権保有

割合と同じ割合について、当社株式の追加取得を行い、その議決権保有割合を増加させることがで

きる。 

(３) 当社が、払込期日後に新株式等を発行する場合（自己株式の処分や払込期日時点で既に発行され

ている新株予約権の行使による場合を含む）、中島成浩氏は、中島一成氏、中島成浩氏及びソパー

ジャが当該新株式等の発行時点のそれぞれの議決権保有割合に応じた引受権を与えられることと

なるよう最大限努力する。 

(４) 中島成浩氏、中島一成氏及びソパージャは、遅くとも現状維持期間経過の３ヶ月前までに、現状

維持期間経過後のソパージャと当社との間の業務・資本提携関係の強化について、誠実に協議を行

う。 

(５) 現状維持期間経過後、継続協議期間である６ヶ月が経過してもなお、中島氏らとソパージャとの

間において何等の合意に至らなかった場合には、各当事者は、代理店契約（上記 a.２.参照）を終

了させることができる。但し、かかる本株主間契約の終了にかかわらず、下記８.に記載する事項

は引き続きその効力を有するものとし、また、下記７.に記載する事項及び上記１.（３）に記載す

る事項は、ソパージャ及びその関連者が 25.88％以上の当社の議決権を保有する限り、引き続きそ

の効力を有するものとする。 

 

２. 上場の維持 

  ソパージャは、現状維持期間において、中島成浩氏及び中島一成氏の書面による同意を得た場合

を除き、当社株式の株式会社大阪証券取引所における上場廃止を企図するいかなる行為も行わない。 
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３. 第三者による公開買付け 

  第三者が当社の株式に対して公開買付けを開始した場合、中島成浩氏及び中島一成氏はソパージ

ャに協力するものとし、ソパージャの書面による同意を得ない限り、当該公開買付けへの応募を行

わない。但し、中島成浩氏については、かかる応募をしないことが中島成浩氏の取締役としての善

管注意義務に反する恐れがある場合にはこの限りでない。 

 

４. 重要事項の協議 

(１) 中島成浩氏とソパージャは、出資契約に規定される重要行為に関する一切の事項について、年４

回以上、経営諮問委員会において協議を行う。 

(２) 中島成浩氏とソパージャは重要行為に関して共同の意見を形成し、これを経営諮問委員会として

表明するよう、最善の合理的な努力を尽くす。但し、共同の意見が形成されない場合には、各人

は、それぞれの立場を表明することができる。 

(３) 当社及びそのグループ会社が重要行為を行おうとする場合で、ソパージャからの要求があった場

合、中島氏らは、(i)当該重要行為が株主総会決議事項である場合、共同意見に従って、当該重要

行為の議案について議決権を行使するものとし、(ii)その他、当社が重要行為について共同意見

に従うよう、最善の合理的な努力を尽くす。 

(４) 当社が株主総会、経営諮問委員会、取締役会その他において、重要行為に関してソパージャの意

見又は意向に反する決定を行った場合には、ソパージャは直ちに中島氏らに書面で通知して、本

契約及び代理店契約を解約することができる。但し、かかる本契約の解約にかかわらず、下記８．

に記載する事項は引き続きその効力を有するものとし、又、下記７．に記載する事項及び上記１．

（３）に記載する事項は、ソパージャ及びその関連者が 25.88％以上の当社の議決権を保有する限

り、引き続きその効力を有するものとする。 

 

５. 当社の役員等に関する事項 

  中島氏ら及びソパージャは、常にソパージャの指名する者１名が当社の取締役として選任される

ことに同意し、又、現状維持期間において、中島成浩氏が常に当社の取締役に選任され、代表取締

役 CEOとなることに同意する。中島氏ら及びソパージャは、当社の株主総会において、かかるソパ

ージャの指名する取締役１名の選任を達成するために議決権を行使し、又、かかる取締役の選任を

達成するために必要又は有益なその他の一切の行為を行うものとする。 

 

６．当社の自己株式消却に関する事項 

中島氏らは、上記 a．７．に記載する当社の自己株式の消却のために最善の努力を尽くし、そのた

めに必要な議決権を行使するものとする。 

 

７. ソパージャの優先交渉権 

(１) 中島成浩氏は、現状維持期間中は、その議決権保有割合が 11.74％を下回る結果となる当社株式

の売却を行ってはならない。 

(２) 中島氏ら又は中島氏らの親族が、その保有する当社株式の全部又は一部を売却しようとする場合

には、ソパージャに対して売却対象株式の数を事前に通知するものとし、ソパージャが中島氏ら当

該株式を自ら買い取ることを希望する場合は、かかる通知の前３月間の市場価格の終値の平均の価

格でこれを買い取ることができる。この場合において、金融商品取引法その他関係法令に基づき、

当該買取りを公開買付けの方法により行う必要がある場合、ソパージャはその定めに従うものとし、

中島氏ら又は中島氏らの親族は当該公開買付けにおいて応募するものとする。なお、中島成浩氏に

ついては、かかる応募をすることが中島成浩氏の発行会社の取締役としての善管注意義務に反する

恐れがある場合にはこの限りでない。 
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８. 中島氏らの優先交渉権 

(１)ソパージャは、現状維持期間中は、その議決権保有割合が 29.99％を下回る結果となる当社株式の

売却を行ってはならない。但し、ソパージャの関連者に対する売却を除く。 

(２)ソパージャが、その保有する当社の株式の全部又は一部を売却しようとする場合には、中島氏ら

に対して売却対象株式の数を事前に通知するものとし、中島氏らが当該株式を自ら買い取ることを

希望する場合は、かかる通知の前３月間の市場価格の終値の平均の価格でこれを買い取ることがで

きる。この場合において、金融商品取引法その他関係法令に基づき、当該買い取りを公開買付けの

方法により行う必要がある場合、中島氏らはその定めに従うものとし、ソパージャは当該公開買付

けにおいて応募するものとする。 

 

９．契約の終了事由 

上記１（５）及び４（４）の他、当株主間契約は、中島氏らが当社の株式、株式引受権若しくは

その他株式に転換可能な権利を保有しなくなった日、又は、ソパージャ及びその関連者の議決権保

有比率が 25.88％を下回った日に終了する。 

 

 ３.日程 

  平成 23 年６月 14 日    取締役会決議 

平成 23年６月 14日    出資契約、株主間契約及び代理店契約に関する基本合意書締結 

 

Ⅱ．第三者割当増資による株式発行 

 １．募集の概要 

 

  

 

 

 

 

  

    

  

  

２．募集の目的及び理由 

「Ⅰ．業務・資本提携 １．業務・資本提携の目的及び理由」に記載のとおり、当社が属する

アウトドア・スポーツ業界は個人消費の低迷に起因するデフレの影響から価格競争に歯止めがか

からず、加えてお客様から頂く送料においても「送料無料キャンペーン」など、過度の販促活動

の影響から第 11期の連結決算では、営業損失 168,746 千円、経常損失は 180,331 千円、当期純損

失は 270,785千円を計上しております。又、連結キャッシュ・フロー計算書におきましても、営

業キャッシュ・フローで△153,087千円を計上し、当期を含めて 3期連続の営業キャッシュ・フロ

ーがマイナスとなったことから、業績の改善並びに資金調達による財務基盤の強化が急務である

と強く認識しております。 

資金調達につきましては、金融機関などからの借入を検討してまいりましたが、今回のオキシ

レングループとの提携では、パートナー企業に対しては、業務面のみならず資金面においても支

援を行うのが提携ポリシーであることから、両社の需給ニーズが合致し、本第三者割当増資を行

うことを決定いたしました。 

本第三者割当増資により当社株式に希薄化が生じる結果となりますが、資金調達が急務である

こと並びに本第三者割当増資を遂行することで、財務基盤の強化が図られ、加えて当社の企業価

値向上並びに既存株主様や取引先様など、ステークホルダーの利益向上につながるものと思料い

たします。 

 

(1)発行期日 平成 23年７月６日 

(2)発行新株式数 普通株式 4,260株 

(3)発行価額 1 株につき 72,761円 

(4)調達資金の額 309,961,860 円 

(5)募集又は割当方法 第三者割当 

(Soparja Sprl（ソパージャ）4,260株) 

(6)その他 上記各号については、金融商品取引法に基づく有価

証券届出書の効力発生を条件とします。 
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 ３．調達資金の額、使途及び支出予定時期 

 （1）調達する資金の額（差引手取額概算） 

 

 

 

   

（注）1. 発行及び諸費用概算額には、消費税が含まれておりません。 

   2. 発行及び諸費用概算額の内訳は、以下のとおりであります。 

       登録免許税       1,085,000 

       弁護士その他諸費用     5,000,000 

 

 （2）調達する資金の具体的な使途 

 

①仕入資金 

当社は、割当先であるソパージャとの業務提携の一環として、同社との間で、オキシレン

グループが保有するパッションブランド製品についての代理店契約に関する基本合意書を締

結しました（なお、ソパージャが属する企業集団であるオキシレングループの中心的企業で

あるデカトロン エス エーも、同基本合意書に基づくソパージャの義務を保証する旨確認

し、署名しています）。当社は、同基本合意書に基づき、本第三者割当増資実行後、詳細条件

を定めた代理店契約を締結する予定です。当社は、同代理店契約により、同パッションブラ

ンド製品の優先的販売権を取得することとなります。同パッションブランド製品は、当社取

扱他製品に比較して売上総利益率が高く、同パッションブランド製品のラインナップを揃え

て大量販売することで、自社利益率向上に貢献できることから、同パッションブランド製品

の仕入資金として 100,000千円を拠出する予定です。 

 

②上海拿趣然商貿有限公司への追加投資 

中国においてＥコマース事業を展開するために設立した「上海拿趣然商貿有限公司」（平成

23 年３月７日設立）（上海ナチュラム）に 100,000 千円を追加出資し、同事業の強化に努め

る予定です。 

 

③サーバー増設及びセキュリティの強化 

当社の対処すべき重要課題である「個人情報保護とセキュリティの強化」に資するため、

サーバー機器、セキュリティ対策、ソフト開発などの IT 投資として 20,000 千円を拠出する

予定です。 

 

④実店舗出店費用 

当社は、従来からのＥコマース事業に加え、新たな販売チャンネルとして、実店舗展開を

検討しております。その出店費用として 10,000千円の拠出を予定しております。 

 

⑤有利子負債の圧縮 

残額の 73,876千円は、短期借入金の返済に充当し有利子負債の圧縮と金利コストの軽減を

いたします。 

 

調達する資金の総額 発行諸費用の概算 差引手取概算額 

309,961,860 円 6,085,000円 303,876,860 円 

具体的な資金使途 金額(百万円) 支出予定時期 

①仕入資金 100 平成 23年７月～平成 24年１月 

②上海拿趣然商貿有限公司への追加投資 100 平成 23年８月～平成 24年１月 

③サーバー増設及びセキュリティの強化  20 平成 23年８月～平成 24年１月 

④実店舗出店費用  10 平成 23年９月～平成 23年 10月 

⑤有利子負債の圧縮  73 平成 23年 11月～平成 24年１月 
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 ４．資金使途の合理性に関する考え方 

当社は、平成 23年１月期において当期純損失を約 270,000 千円計上しております。又、営業キャ

ッシュ・フローにおいてマイナスを３期連続計上し、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせる事

象又は状況が生じております。このような状況により、資本の増強を行うとともに、早期に利益体

質への変換を図る必要性があります。 

今回、本第三者割当により調達する資金を、「３．調達資金の額、使途及び支出予定時期 （２）

調達する資金の具体的な使途」に記載のとおり①②③④⑤に充当することは、商品力の強化、中国

Ｅコマース事業の発展、新たな販売のチャンネルの確保、並びに利益率の改善に直結するものと考

えており、本資金調達により、当社グループの業績の改善及び財務基盤の強化が見込まれることか

ら、調達する資金の使途は合理性があると判断しております。 

 

 ５．発行条件等の合理性 

 （1）払込金額の算定根拠及びその具体的内容 

  発行価額につきましては、当社の資金需要、株価、及び経営の独自性を保持する上で議決権保有

割合 30％を超えるべきではないという考慮を総合的に勘案した結果、１株あたり 72,761円という発

行価額といたしました。 

  発行価額の決定にあたり、発行に係る取締役会決議の直前日の価額又は当該決議の日から払込金

額を決定するために適当な期間をさかのぼった日から当該決議の直前日までの間の平均の価額に

0.9を乗じた価額を採用しなかった理由は、本払込価額はプレミアがついたものであることから、有

利発行にはあたらないためです。 

  参考までに、第三者割当増資に係る取締役会決議の前営業日を基準とした過去６ヶ月間の当社普

通株式の終値の平均株価は１株 42,897 円（169.62％のプレミアム）、過去３ヶ月間の平均株価は１

株 40,662円（178.94％のプレミアム）、過去１ヶ月間の平均株価は１株 42,444 円（171.43％のプレ

ミアム）、第三者割当増資に係る取締役会決議の前営業日終値は１株 42,500 円（171.20％のプレミ

アム）となっております。 

 

 （2）発行数量及び株式希薄化の規模が合理的であると判断した根拠 

本第三者割当増資において発行する株式数は 4,260 株(議決権数 4,260 個)であり、本第三者割

当増資前の当社普通株式の発行済株式総数 11,281株(議決権数 9,946個)に対して 37.76％(総議決

権数に対する割合 42.83％)であり、当社株式の株式価値の一定の希薄化が生じることとなります。 

しかしながら、上記「２．募集の目的及び理由」に記載のとおり、本第三者割当増資を通じて

オキシレングループとの資本関係を構築することにより、当社取扱他商品に比較して利益率の高

い、オキシレングループのパッションブランド製品の日本における優先的販売権を通じて業務提

携の実効性を高めることが可能となり、かかる優先的販売権における業務提携の強化は、当社の

財務基盤を安定させ、今後の成長及び企業価値向上に寄与するものと考えており、中長期的な観

点においても、既存株主様の利益向上に資するものと考えております。 

したがって、本第三者割当増資における株式の発行数量及び希薄化の規模は、既存株主の皆様

にとりましても合理的であると判断いたしました。 
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６．割当先の選定理由 

 （１）割当先の概要(平成 23 年６月 14 日現在) 

(１)名称 Soparja Sprl 

(２)本店所在地 Centre d’Affaires et Services Futur X, Bâtiment E 

Boulevard Industriel 58 à 7700 Mouscron 

(３)代表者の役職・氏名 ゼネラル マネージャー Franck Vigo 

(４)事業内容 1.固有動産および不動産の管理。 

2. 既存又は将来設立されるあらゆる種類の法人および

会社における、いかなる形態であれ経営参加の獲得、又

会社の経営参加の有無に関わらず法人および企業におけ

る促進、立案、調整、開発、投資。 

3. いかなる形態であれ法人、企業、個人に対する貸付お

よび信用貸の一時的提供。この範囲内で、当会社は最広

義における保証又は賛同をし、あらゆる種類の商業的お

よび財務的業務を行なうこともできる。但し、法律によ

って預金銀行、短期信託、貯蓄銀行、抵当権会社、無尽

会社に限定されている業務を除く。 

4. 最広義における財務、技術、商業、経営に関する相談

を請け負うこと。但し、投資や資金投入に関する相談を

除く。ならびに経営、財務、販売、生産、一般管理に関

する支援やサービスを直接又は間接に提供すること。 

5. あらゆる種類の経営上の委託を保証し、任務を遂行

し、職務を履行すること。なおこれには清算人の委託も

含まれる。 

6. 特許、ノウハウ、その他の恒久的および付随的な無形

固定資産を開発、買収、売却すること、ならびにそのラ

イセンスを取得又は譲渡すること。 

7. 管理および情報サービスの提供。 

8. 一般的にいかなるものであれ、あらゆる財産の買収・

売却、輸入・輸出、取次・代理、すなわち仲介業者とし

ての活動。 

9. 新製品、新規技術、その適用の研究、開発、製造、商

品化。 

10．第三者のために物的又は人的保証を提供すること。 

(５)資本金 2,500,000ユーロ 

(６)設立年月日 2008年５月 29日 

(７)発行済株式数 25 万株 

(８)決算期 12月 31日 

(９)従業員数 0 名 

(10)主要取引先 オキシレングループ 

(11)主要取引銀行 BNP Paribas Fortis銀行 

(12)大株主及び持株比率 Decathlon S.A.(99.95％)・Valothlon S.A.(0.05％) 

(13)当事会社間の関係  

 資 本 関 係 該当はありません。 

人 的 関 係 該当はありません。 

取 引 関 係 該当はありません。 

関連当事者への該当状況 該当はありません。 

(14)最近３年間の経営成績及び財政状態       単位 Unit( Euro   ) 
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（注）ソパージャは、オキシレングループを代表するデカトロン エス エーが 99.95％を出資す

る子会社となります。 

なお、①ソパージャについては、JP Morgan Chase（以下「JP モルガン」といいます）が

ソパージャのために、日本を含む多くの国で証券口座を開設することを認める旨規定する、

JP モルガンロンドン支店とソパージャとの間で締結された Global Custody Agreement の写

しを確認しております。通常日本においては、証券口座を開設する場合には、マネーロンダ

リングチェックなど、反社会的勢力との関係がないことのチェックを行う旨聞き及んでおり

ます。又、ソパージャから、その把握する限りにおいて、ソパージャ、その役員又は主な株

主が反社会的勢力と一切関係がないことを確認する旨の保証書を入手しております。 

②デカトロン エス エーについては、そのフランスにおける取引銀行であるソシエテジェ

ネラル作成の、デカトロン エス エーがミューリエファミリー及びレクレアファミリーが

その 87%を支配する会社であり、ソシエテジェネラルがこれまでデカトロン エス エーと

ファイナンス、デリバティブ、送金、アドバイザリー、M&A、リテールバンキングなど様々な

取引を取り扱ってきたこと、デカトロン エス エーは、フランス国内外の展開を可能とす

る強力かつ健全な財務内容を有しており、これまでその経済的な目的を常に達成しているこ

と、及びソシエテジェネラルはデカトロン エス エーが日本の新規買収の資金提供の能力

を有していると認識していることを内容とする証明書の写しを入手し、確認しております。  

又、デカトロン エス エーから、その把握する限りにおいて、デカトロン エス エー、

その役員又は主な株主（これには上記ミューリエファミリー及びレクレアファミリーが含ま

れると理解しております。）が反社会的勢力と一切関係がないことを確認する旨の保証書を入

手しております。 

以上より当社としましては、ソパージャ、デカトロン エス エーともに反社会的勢力と

は一切関係がないと判断しております。 

決算期  2009/12/31 2010/12/31 

純資産  13,003.23 7,963.36 

総資産  24,990.23 20,954.83 

1 株当たり純資産  13.44 11.27 

売上高  ０ ０ 

営業利益  △5,596.00 △5,011.94 

経常利益  △5,596.77 △5,039.87 

当期純利益  △5,596.77 △10,636.64 

1 株当たり当期純利益  △3.01 △5.72 

1 株当たり配当金  ０ ０ 
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（２）割当先等を選定した理由 

    今回の第三者割当による新株発行を引き受けるソパージャは、ベルギー法に準拠して 2008 年

に設立された、オキシレングループ傘下の投資窓口会社であり、グループ内の会社とグループ

に関係するその他の会社の株式を保有することをその事業目的としています。オキシレングル

ープの頂点に位置するグループ全体の親会社がデカトロン エス エーです。ソパージャの株

式は、デカトロン エス エーが直接 99.95%を保有しており、デカトロン エス エーの子会

社である Valothlon S.A.が 0.05％を保有しています。デカトロン エス エーは、フランス法

に準拠して 1976 年に設立された株式会社であり、2010 年の事業年度末の資本金と株主資本は、

各々約 1,020万ユーロ、約 11億 2,940万ユーロです。又、2010 年の事業年度末の連結ベースで

の株主資本と資産総額は各々約 19 億 5,820 万ユーロ、約 39 億 2,230 万ユーロです。2010 年の

事業年度の連結ベースでの EBIT(利払い・税引き前の利益)は 5 億 2,920 万ユーロに達していま

す。 

オキシレングループは、グループのブランドにのみ用いられる素材と技術を用いた独自のスポ

ーツ用品のブランド（以下「パッションブランド」と総称します）の製品の製造と、店舗及びオ

ンラインでの小売販売という、大きく分けて二つの事業を展開しています。オキシレングループ

は、現在 18 のパッションブランドと、10の技術ブランド（グループの各製品に用いられる素材、

部品及び技術を提供するものです）を有し、世界の 17 カ国において 700を超えるスポーツ用品

の小売り拠点（4,000 平方メートルを超える広さの大型店舗を含んでいます）を展開し、数多く

のＥコマース事業を展開している、スポーツ用品業界では大きな企業グループの一つです。 

オキシレングループは、「最大限の数の人々にスポーツの喜びと恩恵を提供する」ことを企業

の目的として掲げており、性能と快適さ・安全性を革新的な技術で結びつけ、子供や初心者から

上級者やプロにまで、他のインターナショナルスポーツブランドの類似製品と比較して安価で提

供することを企図するパッションブランド製品により、この目的を実現することを目指していま

す。オキシレングループの店舗においては、オキシレングループ独自のパッションブランド製品

と、主要な国際的スポーツ用品メーカーの製品を販売しており、パッションブランド製品の売上

額は、グループの小売売上額の 50％以上を占めています。 

オキシレングループが現在展開している 18 のパッションブランドは、各種のスポーツ分野を

カバーしています（自転車、テニス等のラケットを用いるスポーツ、キャンプやハイキング、登

山、ウォータースポーツ等）。各ブランドは、グループ独自で製品開発、エンジニアリング、デ

ザイン、スタイリングを行い、オリジナルのアパレル、フットウェア、装備その他の付属品を開

発しています。又、製品開発に加え、各ブランドは、対象製品についてグループの小売店舗等の

ためのマーケティングや商品化、卸売業務を行っています。パッションブランドの大半は、独自

に業務のための本部（事業所や製品開発施設だけでなく旗艦店舗やスポーツ施設も含みます）を

設置しており、独立した会社として組織されています。パッションブランドの具体例としては、

自転車のパッションブランドである B’Twin（ビトウィン）（2010年には 200 万台以上の自転車

を販売しています）、ハイキング/キャンピング用品のブランドである Quechua（世界でトップク

ラスのハイキング/キャンピング用品ブランドです）、登山用品のパッションブランドである

Simond（世界で最初にエヴェレスト山に登頂した男性が使用した登山用品を提供しました）が挙

げられます。又、現在、10 存在する技術ブランドは、そのそれぞれの専門家・技術者のチーム

が社内の製造ライン、試作機、試験施設を用い、パッションブランド製品に組み込まれる固有の

部品や素材及び技術的ソリューション（機能繊維素材や保護機能を有する部品）を提供しており、

独立した会社として組織されています。パッションブランドと技術ブランドのチームは、100人

以上の博士と技術者による専門技術及びグループの R&D 部門などの独自の技術施設（人工気象試

験室など）を用いて企画･開発・製造を行っています。 

オキシレングループは、前述の通り 2010年 12月末日時点で、約 700の小売店と数多くのＥコ

マース事業を有しており、従来のデカトロン方式（4,000平方メートル以上の店舗において、一

店舗で全ての製品を提供する方式）に加えて、現在では、釣り・アウトドアなどの個別のスポー

ツだけを取り扱う専門店（従来型店舗とオンライン店舗の双方）を含む他の方式の店舗も存在し

ます。店舗は、西ヨーロッパ、東ヨーロッパ、ロシア、ブラジル、中国、インドなど 17 ヶ国に

存在しており、2010年には中国においてＥコマース事業が開始されました。 

オキシレングループの売上げは、2010 年に年間売上高が 59 億 7,400 万ユーロに達し（約

716,900,000千円。なお、1 ユーロ 120円として計算しております。以下同様です。）、前年度比

で 9.9%増加しており、店舗数も 2010 年度に 91 店舗増加しております。業績も同様の傾向で向
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上しています。日本においては、オキシレングループは、1993 年からデカトロン エス エー

の 100％子会社である株式会社ノヴァデックジャポン株式会社(本社：大阪市西区、代表取締役：

宮田由佳子)を通じて原材料と技術の購買活動を開始しています。オキシレングループについて

の詳細は http://www.oxylane.comでご覧いただけます。 

オキシレングループと当社との間では、2009年６月 30 日、当社のグループ会社であり、Ｅコ

マースサイト「アウトドア＆フィッシング ナチュラム」を運営する、ナチュラム・イーコマー

ス株式会社（以下「ナチュラム」といいます）が、オキシレングループの販売会社である「CAPRO 

SAS」と販売代理店契約を締結し、パッションブランドの 1つである「Quechua」のハイキング・

キャンプ用品の販売権を獲得したことに始まり、継続的な取引関係が存在しています。ナチュラ

ムのウェブサイトにおける Quechuaの製品の販売は順調に推移しており、この Quechua 製品の展

開により、ナチュラムは、日本の顧客に対して独自性を打ち出し、又、同業他社との間の差別化

を図りました。 

当社は、本第三者割当増資によりソパージャへ割当を行い、オキシレングループとの資本関係

を構築することにより、利益率の高いパッションブランド製品の日本における優先的販売権を取

得し、業務提携の実効性をより高めることが可能となります。具体的には、以下の二つの戦略で、

両社の業務提携の実効性をより高めることが可能であると考えております。一つは、ナチュラム

の運営するオンラインショップにおいて既に取り扱いを行っている Quechua ブランド商品のラ

インナップを充実させること、もう一つは、これまで取り扱いを行っていなかった他のスポーツ

分野においても、パッションブランド製品の電子取引を開始することです。当社は、かかる優先

的販売権を基盤とする業務提携の強化は、当社の財務基盤を安定させ、今後の成長及び企業価値

向上に寄与するものと考えており、中長期的な観点からは、既存株主の皆様の利益向上に資する

ものと考えております。 

以上のような理由から、当社は、ソパージャを割当予定先として選定いたしました。 

 

 （３）割当先の保有方針 

当社は、本件新株式について、ソパージャとの間で継続保有及び預託に関する書面での取り

決めは行っておりません。しかしながら、ソパージャが当社の中長期的な成長戦略及び海外戦

略を理解して本件の割当先となった経緯の中で、中長期的の保有を行う方針であることを口頭

にて確認しております。又、当社とソパージャとの間で、ソパージャが発行日より２年以内に

新株式を譲渡した場合には、直ちにその内容を当社に書面にて報告する旨、当社が当該報告内

容を株式会社大阪証券取引所に報告する旨、及び当該報告内容が公衆縦覧に供されることに同

意する旨の確約書を締結しております。 

   

 （４）割当先の払込みに要する財産の存在について確認した内容 

① 当社は、BNP Paribas Fortis 銀行において、「ソパージャ増資」口座が開設されており、デカ

トロン エス エーにより 248 万 1,400 ユーロが入金されている旨の、同銀行作成の証明書の

写しをソパージャより入手し、確認しております。 

② 又、当社は、デカトロン エス エーから、為替の変動により、上記金額が払込金額に満た

ないときはさらにソパージャに増資する用意がある旨口頭で確認しております。 

③  又、ソパージャの属する企業集団であるオキシレングループのウエブサイト

（http://www.oxylane.com/sites/default/files/presse/PR%20Results%202010.pdf）において

は、グループ全体の売上高は約 59億 7,800万ユーロ（約 717,360,000千円、付加価値税抜）で

ある旨が記載されており、デカトロン エス エーからは、実際には 59億 7,400 万ユーロ（約

716,900,000 千円）であると聞いております。 

④ さらに、デカトロン エス エーについては、そのフランスにおける取引銀行である SOCIETE 

GENERALE Corporate & Investment Banking（以下「ソシエテジェネラル」といいます）作成

の、デカトロン エス エーは、Mulliez（ミューリエ）ファミリー及び Leclercq（レクレア）

ファミリーがその 87%を支配する会社であり、ソシエテジェネラルがこれまでデカトロン エス 

エーとファイナンス、デリバティブ、送金、アドバイザリー、M&A、リテールバンキングなど様々

な取引を取り扱ってきたこと、デカトロン エス エーは、フランス国内外の展開を可能とす

る強力かつ健全な財務内容を有しており、これまでその経済的な目的を常に達成していること、

及びソシエテジェネラルはデカトロン エス エーが日本の新規買収の資金提供の能力を有し

ていると認識していることを内容とする証明書の写しを入手し、確認しております。 
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以上より、当社としては、割当先の払い込みのための資力には問題がないと判断しておりま

す。 

 

７．募集後の大株主及び持株比率 

 

８．今後の見通し 

本業務・資本提携並びに本第三者割当増資に伴う業績への影響については、現時点では未定で

あり、判明次第速やかにご報告いたします。 

募集前(平成 23 年１月 31日時点) 募集後 

株主名 所有数

（株） 

持株比率 株主名 所有数

（株） 

持株比率 

中島 成浩 1,668 14.79 ソパージャ 4,260 27.41 

中島 一成 1,598 14.17 中島 成浩 1,668 10.73 

辰巳 真一 345 3.06 中島 一成 1,598 10.28 

ミネルヴァ HD

役員持株会 
245 2.17 辰巳 真一 345 2.22 

有限会社 杦

総合研究所 
175 1.55 

ミネルヴァ HD

役員持株会 
245 1.58 

株式会社 泉

秀 
175 1.55 

有限会社 杦

総合研究所 
175 1.13 

藤高 俊則 90 0.80 
株式会社 泉

秀 
175 1.13 

中島 千波 80 0.71 藤高 俊則 90 0.58 

株式会社 カ

ーメイト 
80 0.71 中島 千波 80 0.51 

中島 ミユキ 80 0.71 
株式会社 カ

ーメイト 
80 0.51 

イ ン タ セ ク

ト・コミュニ 

ケーションズ

株式会社 

80 0.71 中島 ミユキ 80 0.51 

― ― ― 

イ ン タ セ ク

ト・コミュニケ

ーションズ株

式会社     

80 0.51 
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９．企業行動規範上の手続き 

本第三者割当増資は、希薄化率が 25％以上であることから、株式会社大阪証券取引所の定める

「JASDAQ 等における企業行動規範に関する規則の特例」第２条の経営者から一定程度独立した第三者

による委員会を設置し、平成 23 年６月 14 日付で本第三者割当増資の必要性及び相当性に関する意見

入手を行いました。第三者委員会の構成員は下記５名となり、いずれも当社経営から一定程度独立し

た第三者となっております。 

 

第三者委員会の構成 

小野 昌史  (弁護士) 

橋本 公成  (公認会計士) 

大社   昂    (当社 社外監査役) 

浅野   弘    (当社 社外監査役) 

吉永 徳好    (当社 社外監査役) 

 

１ 意見 

ミネルヴァ・ホールディングス株式会社における第三者割当による新株式の発行については、そ

の必要性及び相当性が認められると判断する。 

 

２ 理由 

（１）第三者委員会の調査経緯 

当委員会は、平成 23年３月 1日にミネルヴァ・ホールディングス株式会社（以下「ミネルヴァ・

Ｈ」）という。）の依頼により、別紙第三者割当による新株式の発行（以下「本件第三者割当」と

いう。）に関し、これに伴う希釈化率が 25％以上となり、また、支配株主が異動することから、株

式会社大阪証券取引所の「企業行動規範に関する規則」に基づき、本件第三者割当の必要性及び

相当性を検討するために設置され、以下の資料及び経営陣からの事情聴取を基に本意見書を作成

した。 

 なお、ミネルヴァ・Ｈの決算内容は決算公告及び経営陣からの事情聴取により確認し、その他

の数値に関しては事情聴取の時点で判明している資料記載の数値を基礎にしており、これらの前

提の下で、本件第三者割当の必要性及び相当性を検討した。 

① 関係会社履歴事項全部 

② 直近３期の計算書類 

③ 第 11期第３四半期報告書 

④ 平成 23 年１月期決算短信 

⑤ 第 12期資金繰計画 

⑥ 事業推移及び利益計画 

⑦ 趣意書 

⑧ 出資契約書 

⑨ 株主間契約書 

⑩ 上海での合弁会社（上海ナチュラム）設立に関する資料 

⑪ 株主同意書 

⑫ その他関連資料 

 

（２）本件第三者割当の内容及び目的 

ア 本件第三者割当の内容と効果 

 本件第三者割当は、有価証券届出書記載のとおり、普通株式 4,260 株をフランスを中心とし

たオキシレングループの Soparja Sprl（以下「ソパージャ」という。）に発行価額 309,961,860

円で割当て、かかる株式割当によってミネルヴァ・Ｈとオキシレングループとの資本提携及び

業務提携を実現するものである。 

ミネルヴァ・Ｈにおいては、ソパージャからの３億円を超える払込金をもって安定的な資本

基盤を実現することが出来、さらにオキシレングループの保有する欧州で知名度の高いブラン

ドを利用した販売活動が可能となるものである。 

もっとも、本件第三者割当による株式取得により、4,260 株の普通株式がソパージャに交付

され、結果としてオキシレングループが保有することになるミネルヴァ・Ｈの株式は、発行済
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み株式の約 27.41%、議決権保有割合は 29.99％にあたることになる。 

ミネルヴァ・Ｈの現在の株主構成は、同社代表者中島成浩が 14.79％、その父親である中島

一成が 14.17％を有しており、両名が筆頭の大株主である。 

しかし、本件第三者割当がなされた場合、オキシレングループの持ち株比率が 27.41%（議決

権保有割合 29.99％）となる一方、中島成浩については、持ち株比率 10.73%（議決権保有割合

11.74%）、中島一成については、持ち株比率 10.28%（議決権保有割合 11.25%）となり、筆頭株

主の交代が生じる。 

イ 本件第三者割当の目的 

① 業務提携による収益率の増加 

  ミネルヴァ・Ｈは、2000 年に設立されて以降、インターネットでの通信販売事業を中心に事

業を拡大して右肩上がりの業績の伸びを見せてきた。しかし、日本経済全体がいわゆるリーマ

ン・ショックに始まる世界的金融危機の影響を引きずって企業活動が低迷し、これを反映して

個人消費の低迷も続く中、さらにデフレが進行し低単価商品による消耗戦が繰り広げられるよ

うになってしまっている。ミネルヴァ・Ｈにおいても例外ではなく、低単価商品による安売り

競争に巻き込まれて大幅な利益率の低下を余儀なくされており、第 11 期においては、ついに営

業損失を生じる事態に陥っている。 

  かかる現状の打開策として、他者との差別化を図り、高い収益性を確保するために、ミネル

ヴァ・Ｈは、欧州においてアウトドアグッズのブランドとして知名度が高く、その独創性や操

作性等の商品性の高さから商品の利益率が高いオキシレングループと業務提携することを選択

している。 

ミネルヴァ・Ｈとしては、オキシレングループの保有するブランド商品を優先的に販売して

高付加価値の商品を適正な価格で販売することで、安売競争から抜け出して適正な利益率を維

持することが実現出来、さらには国内で優先的にオキシレングループの販売チャンネルを獲得

することで、今後の国内でのシェアの拡大に向けて強力な武器を得ることになる。 

② 安定した資金確保、経営の安定化 

 ミネルヴァ・Ｈにおいては、同社の収益の中心となるインターネット通信販売において、同

業他社の新規参入が相次ぐ厳しい環境の中で、多様化し変化が激しい顧客ニーズに対応して商

機を逃さず収益機会を拡大するために必要不可欠な対策として商品力の強化を図っている。 

  そのために、前述のとおりオキシレングループとの業務提携を実現し、安定した商品の供給

体制を整えて著名ブランドの商品のラインナップを揃えた上で、在庫管理体制を強化して、顧

客ニーズを掘り起こしていく方針を決定しており、その実現のために安定した資金調達が不可

欠である。 

  また、ミネルヴァ・Ｈでは、第 11期事業年度末時点で金融機関からの有利子負債約 475,000

千円を抱えているが、これは第 10期事業年度末に比べて大幅に増加している。かかる支払利息

は 5,442千円となり、第 10 期事業年度比で 376％の増加となっており、経常損益に与える影響

も大きくなっている。かかる有利子負債の圧縮は早急に対応すべき課題である。 

  これらの実現のためには、当然安定した資金調達手段が必要となるが、東日本大震災の影響

もあって国内投資家の心理的な冷え込みが大きい現状において、社債発行や銀行からの融資等

の手段では金利などの負担が大きい上に安定した資金調達が困難になる可能性も高い。 

そこで、ミネルヴァ・Ｈとしては、オキシレングループとの業務提携とともに資本提携をす

ることによって、安定した自己資本を獲得することを目的としている。 

 

（３） 本件第三者割当の必要性 

 ア 収益率の増強の必要性について 

 第９期以降、世界的金融危機の影響の中で企業活動が停滞し、これを反映して個人消費の

低迷も続く中、さらにデフレが進行し低単価商品による消耗戦が繰り広げられるような状況

に陥ってしまっている。ミネルヴァ・Ｈにおいても例外ではなく、低単価商品による安売り

競争に巻き込まれて大幅な利益率の低下を余儀なくされている。その詳細については有価証

券届出書記載のとおりであるが、結果として 3 期連続の営業キャッシュ・フローのマイナス

を生じる事態にまで陥っており、第 10期事業年度末で 58.1％あった自己資本比率も第 11期

事業年度末には 40.7％と縮小してしまっている。 

かかる厳しい経営状況の中、ミネルヴァ・Ｈとしては、既存株主の利益の保護のために、

いたずらに売上高やシェアの拡大に走るのではなく「事業・収益構造の転換」による恒常的

―17―



な高収益体質への改善を目指して、早急な対応が急務となっていた。 

かかる現状への対応として、他社との差別化を図って安売り競争による消耗戦から離脱し、

強い商品力をもって高い収益性を確保するという方針は間違っておらず、そのための方法と

して、欧州において高い商品力を持ち、知名度が高くブランド力も高いオキシレングループ

との業務提携という手段は適正な方法であると判断される。 

また、オキシレングループが現在まで日本国内での販売チャンネルを確立しておらず、今

回、ミネルヴァ・Ｈが他者に先行して業務提携を実現することで、同グループの保有する著

名ブランドの優先販売権を確保することが出来ることになり、ミネルヴァ・Ｈの競争力を大

幅に強化出来るものであり、業界におけるシェアの拡大に寄与することは間違いないと思わ

れる。 

オキシレングループの保有するブランド商品の高付加価値性や収益性は、欧州での販売実

績を見れば明らかであり、日本での販売も、ミネルヴァ・Ｈが 2009年６月に行った「ケシュ

ア」ブランドのアウトドアグッズのスポット販売での好調な販売実績を見れば、ミネルヴァ・

Ｈが優先販売権を獲得することによる他者との差別化は大いに期待できるところである。 

オキシレングループの保有するブランドの知名度が日本ではまだまだ低いという事実はあ

るが、ミネルヴァ・Ｈの顧客がインターネット通販での顧客であることに鑑みれば、インタ

ーネットによる世界規模での顧客層の知識の共有化やインターネットを使っての低い費用で

の広告宣伝等の効果も期待できるところであり、さらには他社に先行して国内で優先的にオ

キシレングループの販売チャンネルを獲得することが出来れば、今後の国内でのシェアの拡

大に向けて強力な武器となることは間違いなく、その必要性は高いものと認められる。 

かかる方法によって、ミネルヴァ・Ｈの収益力を増強することが出来れば、当然にミネル

ヴァ・Ｈの株式の価値も上昇することとなり、既存株主の利益に資することは明らかである。 

 

イ 安定した資金確保の必要性について 

 ミネルヴァ・Ｈが、同業他社の新規参入が相次ぐインターネット通信販売業界の厳しい環

境の中で、多様化し変化が激しい顧客ニーズに対応して商機を逃さず収益機会を拡大するた

めに、安定した商品の供給体制を整えて商品のラインナップを揃え、在庫管理体制を強化す

ることは適正な手段であると判断され、そのための安定した資金確保の必要性は認められる。 

 また、ミネルヴァ・Ｈでは、第 11期事業年度末時点で約 475,000 千円の有利子負債を抱え

ているが、これは第 10期事業年度末に比べて 375,000 千円と大幅に増加している。かかる支

払利息だけでも第 10期事業年度比で 376％の増加となっており、経常損益に大きな影響を与

えるような状況に陥っている。東日本大震災の影響などもあり、今後、国内市場の急激な回

復が期待出来ない現状において、外部からの資金調達等によって早急にかかる有利子負債を

圧縮する必要性は大きい。 

 これらの実現のためには、当然安定した資金調達手段が必要となるが、東日本大震災の影

響もあって国内投資家の心理的な冷え込みが大きい現状において、社債発行や銀行からの融

資等の手段では金利などの負担が大きい上に安定した資金調達が困難になる可能性も高い。 

そこで、ミネルヴァ・Ｈとしては、オキシレングループとの業務提携とともに資本提携をす

ることによって、安定した自己資本を獲得することを目的としている。 

もっとも、かかる目的のために第三者割当という方法を取ることについては、株式の希釈化

が生じ、さらに会社の株主構成の異動を伴うこととなるが、この点については次項の相当性

において述べる。 

 

ウ まとめ  

 以上のとおり、ミネルヴァ・Ｈにおける第三者割当を実施する目的である①業務提携によ

る収益力の増強、②安定した資金確保、という必要性は認められる。 
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（４） 本件第三者割当の相当性 

ア 目的の相当性 

 本件第三者割当は、海外の著名ブランドを保有するオキシレングループと資本提携及び業

務提携をすることによって、他社との差別化を図り、現在ミネルヴァ・Ｈが抱えている安売

り競争による収益率の低下からくる業績の悪化を解消するとともに、オキシレングループの

保有する著名ブランドの優先販売権を獲得して、国内での競争力を強化するという目的によ

るものであり、かつ既存株主の株主利益の保護を目的とするものである。 

また、オキシレングループからの３億円を超える払込金をもって、多額の自己資金を得るこ

とになり、有利子負債の圧縮、在庫資金等のための安定的な資金調達の確保を可能とすると

いう目的もある。これらの目的が相当性を持つことは明らかである。 

 

イ 割当先の相当性 

 本件第三者割当の割当予定先であるソパージャは、ベルギー法に準拠して 2008 年に設立さ

れたオキシレングループ傘下の投資窓口会社であり、グループ内及びグループ関連会社の株

式保有を目的とする会社である。ソパージャの株式は、オキシレングループの頂点に位置す

るグループ全体の親会社 Decathlon.S.A（以下「デカトロン エス エー」という。）が直接

99.95％を保有しており、残りもデカトロン エス エーの子会社が保有しており、その安定

性に問題はないと思われる。 

オキシレングループに関しては、インターネットのホームページ等の記載を確認する限り、

多数のスポーツ用品ブランドや技術ブランドを有して世界中でスポーツ用品の小売り及び e

コマース事業を展開している企業グループであり、その経営は長期的に安定していることが

うかがわれる。さらに、企業グループの在り方や雇用形態などについても問題はないものと

判断される。 

さらに、ミネルヴァ・Ｈとの関係性についても、2009年 6月頃からミネルヴァ・Ｈのグル

ープ会社であるナチュラム・イーコマース株式会社がオキシレングループの１つと販売代理

店として取引を開始しており、その販売実績も残している。 

以上の事情を鑑みれば、オキシレングループとの資本提携及び業務提携を目的として、同

グループの安定した関連会社であるソパージャを割当先とすることに相当性は認められると

判断する。 

 

ウ 既存株主との関係について 

 一般的に、第三者割当増資に伴って、既存株主の価値が希薄化し、株主構成に異動が生じ、

会社の支配権に関して既存株主の権利が侵害される可能性も指摘される。また大量の新株発

行によって株価が下落するという影響が指摘されるところである。 

本件についても、発行済株式数 11,281 株のところ、オキシレングループへの 4,260株の新株

発行後は発行済株式が 15,541株となり、オキシレングループが発行済株式総数の 27.41％（議

決権割合 29.99％）を保有することになる。ミネルヴァ・Ｈの現在の株主構成は、同社代表

者中島成浩が 14.79％（議決権割合 16.77%）、その父親である中島一成が 14.17％（議決権割

合 16.07％）を有しており、両名が筆頭大株主として支配的立場にあるが、本件第三者割当

がなされた場合、オキシレングループへの筆頭株主の交代が生じることになる。 

この点、ミネルヴァ・Ｈにおいては、本件第三者割当に当たって 1 年以上もの期間を使っ

て調査、熟考を重ねている。今回の業務提携、資本提携に伴うミネルヴァ・Ｈへの影響や経

営面でのメリット・デメリット、オキシレングループのこれまでの他社の株式取得に伴う会

社支配への介入の程度や株価の動向等も勘案した上で、ミネルヴァ・Ｈにとって自主的な経

営権を脅かされるような怖れがなく、安定した経営基盤を築いて今後の発展に対してメリッ

トが大きいと判断した上で、最終的に第三者割当増資の方法での業務提携、資本提携に踏み

切るという。 

オキシレングループにおいても、これまで、他社の株式取得にともなう経営への介入は最

小限度に止め、過度の介入をしない姿勢を一貫しており、今回のミネルヴァ・Ｈとの提携に

関しても同様である。 

かかる本件第三者割当に関する株主構成の変動及び会社の支配権の変動に関しては、上記

の考察を踏まえた上で、以下のようなミネルヴァ・Ｈとソパージャとの間の出資契約及び中

島成浩及び中島一成とソパージャとの間で株主間契約を締結することとしており、第三者割
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当によって大きな影響を受ける既存株主の権利が不当に侵害されることはない。 

まず、出資契約において、両者の提携の中でオキシレングループからの取締役は１名に止

まる旨が明言され、劇的なミネルヴァ・Ｈの執行部の変更等が生じないことは確約されてお

り、さらに上記株主間契約において、出資契約の払込期日から３年間の現状維持期間を設け、

中島氏両名及びソパージャの議決権保有割合が本件第三者割当直後の割合を上回ることのな

いようにしており、オキシレングループからのミネルヴァ・Ｈの経営方針への過度の干渉や、

第三者割当後にさらなる株主構成の大幅な変更等がなされることはないと判断される。 

以上のとおり、ミネルヴァ・Ｈの会社支配への過度の影響が生じないような株主間契約が

存在している以上、株式の希釈化については相当性が認められる。 

また、オキシレングループが大量の株式を保有したが、短期間で株式を放出する等の事態

が生じ、株主の安定化が図られない可能性もあるが、かかる点についても上記株主間契約に

おいて、譲渡制限などによって原則として第三者割当後３年間は株式の保有割合を維持する

旨が明記されており、オキシレングループによる短期間での株式放出等、株主の安定を阻害

するような状況が生じる可能性は極めて低いと判断される。 

 

エ 市場の信頼性への影響について 

 本件第三者割当によって、オキシレングループが持ち株比率 27.41%（議決権割合 29.99％）

を保有する筆頭株主になることから、市場の信頼性についても一定の影響が生じる可能性が

認められる。 

 しかし、前述のとおり、ミネルヴァ・Ｈとオキシレングループとの業務提携、資本提携は

必要性、相当性ともに認められる妥当なものであって、本件第三者割当によって会社の経営

方針や資産状況が急激に変化するような事態は想定しがたく、市場の信頼性への影響も限定

的であると判断される。 

 もっとも、本件第三者割当は１株当たりの発行価額が金 72,761 円と定められており、現時

点でのミネルヴァ・Ｈの株価（約 42,000円）を大きく上回る金額であり、かかるプレミアム

率は非常に高いものとなっている。 

 この点については、今般、未だに大規模な展開を出来ていない中国、日本をはじめとする

アジアへの積極的な進出を計画しているオキシレングループにおいて、中国での販売チャン

ネルを確保する目的で、ミネルヴァ・Ｈが上海で保有するインターネット通販のための合弁

会社（上海ナチュラム）の支配権を事実上譲渡する条件を獲得することから、両者の協議の

結果、かかる高プレミアム率となったものであり、相当性に欠けるものではないと判断され

る。 

 

オ 利益相反、有利発行、反社会勢力への割当ではないこと 

 本件第三者割当について、前記出資契約に関する取締役会決議に、特別利害関係人である

代表取締役中島成浩は参加しないとのことであり、その場合には利益相反行為の問題はクリ

アしている。 

また、本件第三者割当が有利発行に該当しないことはその発行内容から明らかであり、反

社会勢力への新株発行に該当しないことについては、ミネルヴァ・Ｈが割当先から反社会的

勢力との関係がない旨の確認書を徴求することによって明らかになっている。 

カ まとめ 

   以上の検討の結果から、本件第三者割当には相当性が認められる。 

 

３ 付記 

 本意見書は、業務提携の効果を最大限に享受できる夏季シーズンの前に締結するべきとい

う強い要望の中で、極めて限られた時間の中で、ミネルヴァ・Ｈの経営の維持・発展及び既

存株主の利益保護の観点から本件第三者割当の必要性、相当性について検討を行ったもので

ある。 

かかる条件の中、限られた時間の中で限られた資料を基礎として検討しており、客観的な

資料から明確でない事情については、ミネルヴァ・Ｈの経営陣からの事情聴取を中心に判断

せざるを得なかった。 

また、本意見書は、あくまでも本委員会の本件第三者割当の必要性、相当性に関する判断

であって、ミネルヴァ・Ｈの今後の事業計画及び業績予想の実現可能性について意見を述べ
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るものではないため、第三者割当の目的である業務提携、資本提携に関する検討が十分に尽

くされたと断言出来るまでには至っていない。 

しかしながら、ミネルヴァ・Ｈの今般の経営状況、経営環境等を考慮した場合、本件第三

者割当によって、海外の有力企業であるオキシレングループと業務提携、資本提携を実現す

ることで、同社の経営状況が強化され、既存株主の利益保護に資することにはなっても、大

きく株主の利益を害する結果にはならないとの判断は動くことはないと考えられる。 

本件第三者割当が実現し、ミネルヴァ・Ｈの収益力及び資本状況が改善され、結果として

既存株主に大きな利益がもたらされることを期待するものである。 

以上 

 

 10．最近 3年間の業績及びエクイティファイナンスの状況 

 （1）最近 3年間の業績(連結)                                      (単位：百万円) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）現時点における発行済株式数及び潜在株式数の状況(平成 23年１月 31日現在) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

決算期 平成 21年 1 月期 平成 22年 1月期 平成 23年 1月期 

連結売上高 5,491 6,766 6,551 

連結営業利益 139 29 △168 

連結経常利益 141 26 △180 

連結当期純利益 93 3 △270 

1 株当たり連結当期純利益（円） 8,802.89 299.37 △27,225.55 

1 株当たり配当金 － － － 

1 株当たり連結純資産（円） 92,005.43 93,489.94 △66,117.73 

種類 株式数 発行済株式数に対する比率 

発 行 済 株 式 数 
11,281株 

（自己株式を含みます。） 
100% 

現時点の転換価額(行使価額)

に お け る 潜 在 株 式 数 
1,133 株 10.04% 

下限値の転換価額(行使価額)

に お け る 潜 在 株 式 数 
－株 －% 

上限値の転換価額(行使価額)

に お け る 潜 在 株 式 数 
－株 －% 
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（3）最近の株価の状況 

  ①最近 3年間の状況 

 

 

  

 

 

    

     

 

 

（注）大阪証券取引所 JASDAQ 市場における株価であります。(平成 23年 4月 1日日以前は大証ヘラク

レス市場) 

   ②最近 6か月間の状況 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  ③発行決議前日における株価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （4）最近 3年間のエクイティ・ファイナンスの状況 

    該当事項はありません。 

 

 11．発行要領 

   (１)募集株式の数       普通株式 4,260株 

      (２)払込金額         1株当たり 72,761円 

   (３)払込金額の総額      309,961,860円 

      (４)増加する資本金      1株当たり 36,380円 50銭（総額 154,980,930 円） 

      (５)増加する資本準備金    1株当たり 36,380円 50銭（総額 154,980,930 円） 

   (６)申込期日         平成 23年７月６日 

      (７)払込期日         平成 23年７月６日 

   (８)募集又は割当方法     第三者割当の方法により、ソパージャに普通株式 4,260 株  

                                    を割り当てます。 

    (９)その他          上記各号については金融商品取引法に基づく有価証券届出書 

                  の効力発生を条件とします。 

 

 平成 21年 1 月期 平成 22年 1 月期 平成 23年 1 月期 

始値 147,000円 57,000円 64,000円 

高値 156,000円 77,900円 67,900円 

安値 29,170円 49,500円 35,300円 

終値 56,500円 64,000円 46,150円 

  平成 22年

12 月 

平成 23年 

1 月 

 

2 月 

 

3 月 

 

4 月 

 

5 月 

始値 47,850円 43,000円 45,000円 42,000円 39,050円 41,500円 

高値 48,300円 52,500円 46,950円 44,000円 41,150円 43,900円 

安値 41,400円 43,000円 41,600円 29,400円 38,950円 41,000円 

終値 42,300円 46,150円 42,900円 39,350円 41,150円 42,250円 

  平成 23年６月 13日現在 

始値 42,500円 

高値 42,500円 

安値 42,500円 

終値 42,500円 
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Ⅲ．主要株主である筆頭株主の異動及び「その他の関係会社」の異動  

１.異動が生じた経緯  

本第三者割当増資の割当先であるソパージャは、本第三者割当増資により、新たに当社の主要株主

である筆頭株主及び「その他の関係会社」となる見込みであります。又、本第三者割当増資により、

ソパージャの親会社であるデカトロン エス エーも「その他の関係会社」となる見込みであります。 

なお、当社の主要株主である筆頭株主であった中島成浩氏は、当社の筆頭株主に該当しなくなる見

込みであります。  

 

２.異動する株主の概要  

（1）新たに主要株主である筆頭株主及び「その他の関係会社」となるもの  

  Soparja Sprl（ソパージャ）  

なお、ソパージャの所在地等の概要につきましては、上記「Ⅱ．第三者割当増資による株式 

発行６．割当先の選定理由（1）割当先の概要」に記載のとおりであります。 

 

（2）新たに「その他の関係会社」となるもの   

  Decatholon S.A（デカトロン エス エー）  

  （1）名称        Decathlon S.A（デカトロン エス エー） 

  （2）所在地        4 boulevard de Mons 59650 VILLENEYVED ASCQ 

  （3）代表者の役職・氏名  Yves Claude 

  （4）事業内容    スポーツ用品及び人間用装備品の小売業 

  （5）資本金        10,200,000ユーロ（2010年 12月 31日現在） 

  （6）設立年月日    1976年 4月 15日 

  （7）事業年度の末日    12月 31日 

  （8）連結純資産    1,958,200,000ユーロ（2010年 12月 31日現在） 

  （9）連結総資産    3,922,300,000ユーロ（2010年 12月 31日現在） 

   (10)大株主及び持つ株比率 the Leclercq Family （レクレア家）    43.24% 

               the Mulliez Family （ミューリエ家）   43.65% 

   (11)上場会社と当該株主の関係  

資本関係 当社と当該会社との間には、記載すべき資本関係はありません。 

人的関係 当社と当該会社との間には、記載すべき人的関係はありません。 

取引関係 2009年 6 月にオキシレングループの販売会社である「CAPRO SAS」

と販売代理店契約を締結し、パッションブランドの 1 つである

「Quechua」のハイキング・キャンプ用品の販売権を獲得したこ

とに始まり、継続的な取引関係が存在しています。 

 

 

 （3）筆頭株主に該当しなくなる株主 

氏名 中島 成浩（当社代表取締役会長兼社長） 

住所 大阪府大阪市城東区 

 

 ３.当該株主等の所有株式数及び議決権の数並びに総株主等の議決権の数の割合 

 （1）Soparja Sprl（ソパージャ） 

 

 

 

 

 

 

 

 所有議決権の数 総株主等の議決権の数

に対する割合 

大株主順位 

異動前 
－個 

（－株） 
－% － 

異動後 
4,260 個 

（4,260株） 
29.99% 第 1位 
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 （2）中島 成浩 

 

 

 

 

 

 

 

   ※議決権を有しない株式として発行済株式総数から控除した株式数  1,335株 

   ※平成 23年 1月 31日現在の発行済株式総数            11,281株 

 

 4．異動予定年月日 

  平成 23 年７月６日 

以上 

    所有議決権の数 総株主等の議決権の数

に対する割合 

大株主順位 

異動前 
1,668 個 

（1,668株） 
16.77% 第 1位 

異動後 
1,668 個 

（1,668株） 
11.74% 第 2位 
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